
普
通

教
室

・新ＪＩＳ規格に対応する（机サイズ等）
・黒板と映写機能の両方を持たせる

・給食の配膳スペース等、児童・生徒の生活に必要なスペースを確保する
・日照、採光、通風、音熱環境を十分に確保する
・落ち着きがあり、集中しやすい学習空間を確保するため、廊下と区切ることができる仕様とする

・廊下側から中の様子がわかるようにする（扉にガラス開口設置等）
・児童・生徒に安心感を与える素材を使用する（木材等）
・ＩＣＴ環境を整備する（Wi-fi整備等）

・掲示スペースを確保する
・教室内に手洗いは設置しない

・できる限り南向きに配置し、敷地の形状や校舎の配置上などにより困難な場合は、採光、通風、音熱環境を

最大限確保する

教員エリア

・全ての教職員（教員、事務職員、用務員、特別支援関係職員など）が執務できる環境とする
・管理職員が教職員の状況を把握しやすい執務環境とする。

・打合せ・休憩スペースを設ける
・個人用の鍵付ロッカーを設定する
・児童生徒への応対ができるよう、カウンターを設置する

・給湯スペースを設ける
・鍵付きの共用収納棚を整備し、機密性を備えた収納スペースを確保するとともに、扉をホワイトボードとす

るなど機能性があるものとする
・講師や学校支援員など、執務時間が短い職員向けに、柔軟に対応できる机・いすを配置する
・副校長席の近くに防災設備等を集中させ、一括管理可能とする

・校舎外にすぐ出られるよう、原則１階に配置する
・校庭が見やすい配置とする

・昇降口が見渡しやすい配置とする
・校長室に隣接させる

事務職員・用務
員エリア

・収納力を確保する
・事務職員と教員の机は、一連の配置とする
・来校者の受付窓口を設置する

・来校者用入口が確認できる配置とする
・校庭が見やすい配置とする

・従来の校長室より大きい広さとし、応接機能と打合せ機能の両方を確保する

・校務センターと内部で往来が出来るようにする

・校庭が見やすい配置とする

・校務センターに隣接させる

・校務センターなどとの連絡・通信手段を確保する

・ベッドを配置するスペースを確保する
・手洗い場やシャワー機能を設ける
・大型備品が収納できるロッカーを確保する

・教育相談室と隣接させる

・校庭に出やすい配置とする
・トイレに近い配置とする
・比較的落ち着いた環境に配置する

・構造は消音機能に高め、複写機の設置スペースのほか、印刷整理・教材作成作業スペースと教材・用紙収納
スペースを確保する
・テスト用紙の印刷等にも使用するため、機密性を持ったつくりとする

・校務センターの近くに配置する

・十分な収納力を確保し、教材や学校行事に使用する備品、消耗品関係について保管できるようにする

・用務員の作業スペースを含む場合は、作業効率を考慮した広さを確保する

・学校運営時の災害に備え、児童生徒、教職員向けの防災倉庫については管理諸室エリアに配置する

・用務員作業スペースを含む場合は、校長室、校務センターと連絡の良い配置とする

・年度ごとに変動する男女数に対応できるよう、男子更衣室と女子更衣室の間の間仕切りを可変性のあるもの

（パーテーションなど）とする

・移動しやすく、折りたためる机、いすを配置する

・視聴覚機能を設ける
・災害時に避難所として開放し、利用用途は学校ごとに柔軟に対応する

・学校開放や避難所開放を想定し、１階の開放エリアに配置または隣接させる

・１階は給食センター車からの搬入口となることから、他の階よりも大きめのつくりとする

・配膳員の休憩スペースについても配慮する
・衛生管理に適したつくりとする（乾式床など）
・給食用昇降機を設ける

・異物混入等を防ぐため、部外者の立入りに配慮したつくりとする

・給食センター車が出入りしやすい配置とする
・各階に配置する
・食品等の搬入口と児童・生徒動線との歩車分離を図る

・学校毎に放送委員会に所属する児童生徒が活動しやすい広さやつくりとする

・校務センター、校長室に給湯コーナーとして集約化する
・屋外行事にも対応できるよう、別途配置することについて、学校ごとの改築時に個別検討する

スタジオ ・現在、スタジオを使用した校内放送の機会が少なくなっているため、標準仕様からは削除し、学校ごとの改築時に個別検討する

応接室 ・校長室に集約化する

用務員室

校長室

区分

放送室

つくりについて

給湯室

印刷室

職員更衣室

保健室

配膳室

会議室

校務センター
（職員室＋事務室）

倉庫・教材室

諸室名

・倉庫・教材室に集約化し、作業スペースについても確保する

管
理
諸

室

普通教室

配置について

1 教育環境の充実
(1)配置方針

① 校庭は、日照をできる限り採り入れられるよう、配慮する

② 普通教室は、自然光をできる限り採り入れられるよう、配慮する

③ 普通教室は、防犯・安全面を考慮し、２階以上に配置できるよう配慮する

④ 管理諸室は、防犯・安全面を考慮し、１階に配置できるよう配慮する

(2)普通教室

① 生活に必要なスペースや多様な学習形態に対応できる教室サイズを確保する

② 落ち着きがあり、集中しやすい学習空間を確保する

③ 机・いす・ロッカーは新ＪＩＳ規格に対応した大きさとする

④ 多様な学びに対応できるよう、ＩＣＴ環境を整備する
⑤ 十分な掲示スペースを確保する

⑥ 手洗いは、設置しない

(3)特別教室

① 使用率の低い諸室が生じないよう、できる限り集約化・兼用化を図る
② 学級数と時間割に基づき、教科の授業時間数を計算し、使用率を勘案をして必要な諸室数を確保する

③ 児童・生徒の集いの場や主体的・対話的で深い学びが出来るよう、メディアセンターを設ける

(4)管理諸室

① チーム学校の実現に向け、全ての教職員や事務職員が執務する校務センターを設ける

② 学校経営を円滑に行うため、応接機能と打合せ機能を備えた校長室を設ける
③ 教職員が働きやすい環境を整備する

(5)その他

① 少人数教室を実施するため、学級規模に応じて学習室を設ける

② 複数の学級活動や多様な学習活動の場として、視聴覚機能を有した多目的ルームを設ける
③ 全校に特別支援教室を整備する

④ 廊下は、通路としての役割に加え、手洗い機能、展示・掲示機能、コミュニケーション機能、諸室との連携機能などの付加についても考慮する

⑤ 校庭は、クレーを原則とする

⑥ 校庭の芝生化を実施する場合は、使用制限や維持管理の手法などに十分配慮する

2地域開放
① 校庭・体育館・武道場は、地域開放を行う

② 地域のニーズに合わせ、校舎の一部の諸室（家庭科室・多目的ルーム・会議室・和室）についても、地域開放を行う

③ 地域開放する諸室は、セキュリティ区画を設ける

3避難所
① 体育館は、災害時の避難所としての運用を想定し、エントランスやトイレ、情報通信設備等の必要な附属機能を設ける

② 校舎の一部の諸室（家庭科室・多目的ルーム・会議室・和室）を開放し、要援護者等の避難スペースを別途設ける

③ 避難所で利用する体育館や諸室は、原則として１階に配置し、セキュリティ区画を設ける

④ 防災倉庫は、体育館に隣接する

4その他
(1)建物計画

① 公立学校として、公平な教育環境を確保する

② 温もりと落ち着きのある空間づくりや環境面に配慮し、木質化を図る

③ ユニバーサルデザインに配慮して、誰でも利用しやすい学校とする

④ 維持管理がしやすいつくりとする
⑤ 廊下の両側に諸室を配置するなど、建築的な工夫により、面積の抑制を図る

⑥ 陸屋根の利用状況も踏まえた上で、温熱環境や維持管理にも考慮し、勾配屋根を採用する

⑦ 児童数の状況に応じて、パーテーションなどを設置しフレキシブルに対応できるつくりとする

⑧ 児童数の状況に応じて、柔軟に対応できるよう、必要に応じて鉄骨造を導入する

⑨ 環境に配慮した設備は、環境教育の効果に加え、コスト面や災害時の使用を総合的に考慮し、導入を検討する

(2)その他

① 各諸室の利用目的に合わせた備品を採用する

② 重層体育館・武道場は築年数が浅いことから、改築は行わない

③ 児童・生徒が利用者となる学童クラブ、放課後子ども教室は、複合化を行う

④ 他の公共施設では、学校周辺の公共施設の状況を把握し、児童生徒数の動向を踏まえた上で、各学校の建築条件に見合った複合化を検討する

⑤ 児童数の状況に応じて、他の施設との複合化や小中一貫校、小中学校の統廃合、学区の見直しなどを検討し、適正規模・適正配置に努める

第５章・第６章の検討フロー
【資料４１】

前回までの協議会では、目指すべき学校施設に対して、全体整備方針を作りました。さらに、それを各諸
室へ展開し、諸室整備方針及び標準仕様として整理しました。今回は、今まで議論をしてきた「教育環境の
充実」、「避難所」、「地域開放」等をキーワードに計画のポイントを整理し、「本計画の特徴」としたうえで、 そ
こから諸室整備方針及び標準仕様に展開することとしました。

■第５章 １）目指すべき学校施設及び全体整備方針

■第５章 ２）本計画の特徴
下記の分類で、本計画の特徴をとりまとめ、
計画のポイントを整理しました。

１．教育環境の充実
(1) 配置方針
(2)普通教室
(3)特別教室
(4)管理諸室
(5)その他

■第６章 ３） 諸室整備方針及び標準仕様
本計画の特徴を踏まえて、校舎内諸室・体育館・
プール・校庭の整備方針・標準仕様をとりまとめ
ました。

２．地域開放
３．避難所
４．その他

(1) 建物計画
(2)その他

資料42

資料20

第５回

教育環境
の充実

地域開放
避難所

その他

議題２

第５～
７回

1 子どもたちが毎日を健康で安全・安心に、生活し学ぶことができる学校施設

(1)安全・安心な学校 ① 子どもたちの安全性に配慮した学校施設を整備します

② 十分な防犯性を備えた安心な施設環境を確保します

(2)健康で快適な学校 ① 採光、通風、換気、温度、音等に配慮し、健康で快適な学習環境を整備します

② 温もりのある、落ち着いた空間づくりに配慮します

③ ユニバーサルデザインに配慮し、誰もが使用しやすい環境を整備します

2 子どもたちが生き生きと学び、確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和のとれた「生きる力」を身に付けられる学校施設

(3)学習環境の充実
① 一人一人に応じたきめ細やかな学習指導や複数の学級での学習・交流活動ができるよう、多様な学習形態に対
応できる学校施設を整備します

② 子どもたちが主体的・対話的で深い学びができる学習環境を整備します

③ 子どもたちの体力や運動技能の向上に資するよう、運動のしやすさに配慮した学校施設を整備します

④ 特別支援教育を推進し、一人一人の教育的ニーズに対応できる多様な学習環境を整備するとともに、誰もが相
互に理解し合うことができる環境を整備します

3 学校と地域が連携、活性化し、地域で子どもたちを育てていくことができる学校施設

(4) ① 学校と家庭や地域との連携・協働が図れる環境を整備します

② 地域の特色や独自性を活かし、愛着の持てる学校施設を整備します

③ 教職員がそれぞれの力を発揮し互いに連携し合える、働きやすい環境を整備します

④ 学校管理職がリーダーシップを発揮し、学校経営のしやすい環境を整備します

4 地域の方々の生涯学習・文化・スポーツ活動の場や災害時の避難所の役割を通じて、地域コミュニティの拠点となる学校施設

(5) ① 地域住民の生涯学習・文化・スポーツの拠点となるよう、学校施設の有効活用を図ります

② 災害時の避難所運営を踏まえた施設の整備を行います

5 公共施設の一つとして、施設の総量抑制や圧縮、財政バランスの維持に向けた手法の検討などの公共施設マネジメントの取組を推進する学校施設

(6)持続可能な学校整備 ① 計画的かつ確実に老朽化対策を実施するため、長期的な財政見通しを考慮し、財政負担の軽減に努めた学校施
設を整備します

② 改築を実施した学校の状況を点検・評価し、その内容を活かした学校施設を整備します

③ 施設環境の良好な維持と維持管理コストの低減が図れるよう、改築実施後のメンテナンスに配慮した学校施設
を整備します

(7)将来の人口動態などに柔軟
に対応できる学校 ① 将来の人口動態などに応じて、各教室や建物などを他の用途に転用しやすい学校施設を整備します

6 その他

(8)環境に配慮した学校 ① 省エネルギー・省資源型の学校施設を整備します

子どもたちの成長を支える
学校

地域コミュニティの拠点と
なる学校


